
平成 29 年 10 月 29 日 

 

特定非営利活動法人     

市民後見ひょうご   

【市民後見ひょうご】にご入会頂いた方への内部研修のご案内 
 

この度 NPO 法人 市民後見ひょうごの講演会にご参加頂き、ありがとうございます。当会では、

新たにご入会頂いた方々に対し、次のような内部研修（無料）を実施することを計画していますの

で、ご参加のほどよろしくお願い申し上げます。 

場所：当会の苅藻事務所 

時刻：13：00～16：30 

月/日 研 修 内 容 

1/ 認知症高齢者・障がい者等の権利擁護と支援活動～権利擁護・成年後見制度の概要～ 

1/ 認知症・知的障がい・精神障がい等の理解～原因となる病気、障がい特性など～ 

2/ 介護・医療・福祉サービスを利用する生活支援～身上監護と財産管理～ 

2/ 法人後見のメリットを活かす～ＮＰＯ法人による社会貢献ボランティア活動～ 

2/ 支援の終わり～ターミナル期と葬式～ 

 
※ 別紙「特定非営利活動法人 市民後見ひょうご入会申込書」にて、ご入会願います。（本年度は途中入会とし

て、2,000円の会費となります。） 
※ 入会者の方は、上記の研修参加の可否もご連絡下さい。（入会申込書の『コメント・要望』欄に記載願います。） 
  



     年    月    日 

 

特定非営利活動法人 市民後見ひょうご入会申込書  

私                 は、特定非営利活動法人 市民後見ひょうごの目的、活動に賛同し、会費を添えて

入会致します。  

 

高齢者や障害者に対して、成年後見や権利擁護に関する相談・コンサルティング、援助支援等の事業を行い

高齢者や障害者の権利を擁護することによって、安心かつ安全に暮らせる地域社会の実現に寄与することを目

的とする。 

 

■ 正 会 員： 本組織の目的に賛同し、議決権を持って総会に出席し、事業・運営に参加する個人 

（法上の社員になります）        個人：3,000 円 

■賛助会員： 本組織の事業に賛同し、会を応援する個人・団体 

個人：3,000 円/年  団体：10,000 円／年 
 

 ふりがな（                ） 会員の種別 （いずれかに○をしてください） 

お名前  １．正会員(個人)  ２．賛助会員（個人） 

          ３．賛助会員（団体） 

連絡先の 

住所 

〒 

ＴＥＬ      ＦＡＸ  

E-mail    

案内送付方法     １．ＦＡＸ受信可能    ２． E-ｍａｉｌ受信可能 （可能なものに○印を） 

入金内容 ■ 正会員  （個人） 3,000円×    口 ＝       円 

● 賛助会員（個人） 3,000円×    口 ＝       円 

● 賛助会員（団体） 10,000円×    口 ＝       円 

コメント・ご要望など 

 

 

 

 
 
口座振り込み先  

名義人 特定非営利活動法人 市民後見ひょうご    

記入が終わりましたら、振込の上、この用紙を郵

送またはFAXしてください。 

 E-mailを希望の方は下記メールアドレスに問い合わて

もらえればＷｏｒｄの申込書ファイルを送付します。 

□ 三井住友銀行 住吉支店  口座番号 3951121 

□ ゆうちょ銀行 店名四二八 口座番号 0488146  
  

申込み書送付先・お問合わせは  

 特定非営利活動法人 市民後見ひょうご 

   〒653-0032 神戸市長田区苅藻通 6-2-24 

  TEL:  078-381-5727  FAX: 078-945-7751   E-mail info@kouken-hyougo.net 

                            http://blog.canpan.info/kouken-hyougo/ 

※  

mailto:info@kouken-hyougo.net
http://blog.canpan.info/kouken-hyougo/

